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司
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三
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四
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わ
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に
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一
三
世
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o
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
自
治
領

(C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
)

の
国
際
連
盟
の
発
足
と
同
時
に
、

南
洋
群
島
は
、
大
正
九
年
(
-
九
二

0
年）

(1
)
 

ア
地
域
の
呼
称
で
あ
る
。
現
在
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦

(
F
e
d
e
r
a
t
e
d
States of M
i
c
r
o
n
e
s
i
a
)
、

南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度

（
―
-
六
六
）

で
あ
る
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島

(N
o
r
t
h
e
r
n

H
本
が
委
任
統
治
を
行
な
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
当
時
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国

(
R
e
p
u
b
l
i
c
of M
a
r
s
h
a
l
l
 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
非
併
合
領
で
あ
る
グ
ア
ム
島

(G
u
a
m
)

を
含
む
、
広
大
な
地
域
で
あ
る
。

の
裁
定
に
よ
り
、
こ
の
地
は
ド
イ
ツ
の
保
護
領
と
な
っ
た
が
、
大
正
三
年

(
-
九

に
第

一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
と
、
我
が
国
は
、
日
英
同
盟
を
理
由
に
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
し
、
こ
の
地
域
を
無
血
占
領
し
、
南
洋
群
島
と
し

永

田

憲

史



ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

て
支
配
を
行
な
っ
た
。
大
正
九
年
(
-
九
二

0
年）

に
は
、
国
際
連
盟
の
発
足
と
同
時
に
、
我
が
国
が
こ
の
地
域
の
委
任
統
治
を
行
な
う
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
。
以
後
、
多
く
の

H
本
出
身
者
が
こ
の
地
域
に
移
民
し
、
経
済
的
に
発
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
我
が
国
が
敗
れ
る
と
、

(2
)
 

と
し
て
統
治
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

リ
カ
合
衆
国
が
こ
の
地
域
の
大
半
を
国
際
連
合
の
太
平
洋
信
託
統
治
領

(T
r
u
s
t
Territory) 

こ
の
地
域
は
、
委
任
統
治
領
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

ア
メ

い
わ
ゆ
る
内
地
と
は
異
な
る
法
制
度
が
採
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
際
、
現
地
の
慣
習
な
ど

を
踏
ま
え
た
刑
事
司
法
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
①
歴
史
的
な
興
味
と
関
心
を
満
た
し
、
②
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
や
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

(
3
)
 

連
邦
な
ど
の
現
在
の
刑
串
司
法
制
度
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
当
時
の
こ
の
地
域
の
刑
事
司
法
制
度
の
内
容
を

以
下
で
は
、
ま
ず
、
南
洋
群
島
の
法
制
度
の
展
開
を
簡
単
に
紹
介
し
、
そ
の
後
、
刑
事
司
法
制
度
の
概
要
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(l
)

先
史
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歴
史
に
つ
い
て
は
、

N
o
m
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P
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4
6
2
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6
4
 ;
 m
~
f追
ヱJ
「
牛
心
史
昧
f
代
の
オ
セ
ア
ニ
ア
」
山
本
真
鳥
編
『
オ
セ
ア
ニ
ア
史

』
（山
川
出
版
社
、

二
0
0
0
)

一
七
頁
以
下

、

三
五

ー
三
八
頁
、
四
四
頁。

(2
)

一
連
の
歴
史
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、

N
o
m
,
 su
p
r
a
 n
o
t
e
 1
,
 

at 1
0
0
-
1
0
3
,
 4

6
2
-
4
6
6
 ;
 増
田
義
郎
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
太
平
洋
探
検
」
山
本

絹
・
前
掲
注
(
1
)
四
六
頁
以
下
、
五
ニ
ー
五
三
頁
、
須
藤
健

一
「
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
史
」
山
本
編
・
前
掲
注
(
1
)
三

一
四
頁
以
下
‘
-
――

―
四ー―――
三

六
頁
。

(3
)

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
や
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
の
刑
事
制
裁
」
関
西
大
学
法

学
論
集
五
七
巻
五
号

（二
0
0
八
）
四
七
頁
以
下
、
同
「
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
八
巻
三
号
（
二
0
0
八
）

五
0
頁
以
下
参
照
。

関

法

第

六
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巻
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号
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-
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五
）



南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度

大
正
八
年
(
-
九

一
九
年
）
五
月
の
パ
リ
講
和
会
議
で
、
赤
道
以
北
の
旧
ド
イ
ツ
領
を
日
本
の
委
任
統
治
領
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
南
洋
群
島
は
、
同
年
六
月
に
調
印
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
（
同
盟
及
連
合
国
卜
独
逸
国
ト
ノ
平
和
条
約
）
に
お
い
て
、
「
人
ロ
ノ
希
薄
、
面

積
ノ
狭
小
、
文
明
ノ
中
心
ヨ
リ
遠
キ
コ
ト
又
ハ
受
任
国
領
土
卜
隣
接
ス
ル
コ
ト
其
ノ
他
ノ
事
情
二
因
リ
」
受
任
国
領
土
ノ
構
成
部
分
ト
シ
テ
其
ノ
国
法
ノ

下
二
施
政
ヲ
行
フ
ヲ
以
テ
最
善
ト
ス
」
（
同
条
約
二
二
条
六
項
）
と
さ
れ
る
C
式
委
任
統
治
地
域
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
正
九
年
(
-
九
二

0
年）

に
、
従
前
ノ
占
領
地
二
於
ケ
ル
施
政
二
関
ス
ル
件
（
大
正
九
年
勅
令
八
号
）
に
お
い
て
、
従
来
通
り
の
施
政
を
南
洋
群
島
に
お
い
て
継
続
す
る
こ
と
が
表

明
さ
れ
た
。
大
正

一
0
年
(
-
九
ニ

一
年
）
に
な
る
と
、

C
式
委
任
統
治
条
項
中
南
洋
群
島
二
対
ス
ル
帝
国
ノ
委
任
統
治
条
項
（
大
正

一
0
年
外
務
省
告

示

一
六
号
）
に
よ
り
、
南
洋
群
島
に
つ
い
て
、
日
本
の
構
成
部
分
と
し
て
施
政
及
び
立
法
の
全
権
を
有
し
、
か
つ
、
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
地
方
ご
と
の

民
政
の
専
門
職
員
が
増
員
さ
れ
た
。

(4
)
 

二
、
法
制
度
の
展
開

(
-
．
六
四
）

1
0
月
、
日
本
は
、
南
洋
群
島
の
占
領
直
後
に
特
別
陸
戦
隊
を
進
駐
さ
せ
た
。
同
年

ニ

一
月
に
は
、
臨
時
南
洋
群
島
防
備

隊
条
例
（
大
正
三
年
内
務
省
令
四

0
一
号
）
に
よ
り
、
ト
ラ
ッ
ク
諸
島

(
T
ru
k
I
s
l
a
n
d
s
 ;
 現
・
チ
ュ
ー
ク
諸
島
こ
り
h
u
u
k
Islands)

に
臨
時
南
洋
群

島
防
備
隊
を
置
く
こ
と
と
し

（
同
条
例

一
条
）
、
警
戒
防
備
と
民
政
を
管
掌
さ
せ
た
（
同
条
例
二
条
）
。
そ
の
際
、
民
政
区
を
定
め
、
各
民
政
区
に
守
備
隊

を
配
置
し
た
（
同
条
例
二
0
条
）
。
そ
し
て
、
各
守
備
隊
所
在
地
に
軍
政
庁
を
設
置
し
、
軍
政
を
開
始
し
た
。
大
正
四
年

(-
九

一
五
年
）
に
は
、
臨
時

南
洋
群
島
防
備
隊
条
例
中
改
正
（
大
正
四
年
内
務
省
令
七
四
号
）
に
よ
り
、
軍
政
庁
に
民
政
事
務
官
を
配
置
す
る
こ
と
と
し
（
同
条
例

一
四
条
ノ
ニ
）
、

大
正
七
年

(-
九

一
八
年
）
に
な
る
と
、
改
正
南
洋
群
島
防
備
隊
条
例

（大
正
七
年
内
務
省
令
二
0
八
号
）
に
よ
り
、
民
政
部
が
設
置
さ
れ

（同
条
例

三
七
条
）
、
軍
事
行
政
以
外
の
行
政
と
司
法
を
管
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
同
条
例
三
八
条

一
項
）
。
ま
た
、
軍
政
庁
は
民
政
署
と
改
め
ら
れ
（
同
条
例
三

九
条
）
、
軍
政
色
が
薄
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
時
局
中
戦
時
特
設
ノ
海
軍
部
隊
二
職
員
ヲ
置
ク
ノ
件
（
大
正
七
年
勅
令
二
六
七
号
）
に
よ
り
、

民
政
の
専
門
職
員
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

大
正
三
年
(
-
九

i

四
年
）



変
更
を
加
え
て
法
規
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
明
ら
か
に
し
た

（
同
条
項
二
条
）
。

(
5
)
 

日
本
は
、
委
任
統
治
に
適
切
な
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
軍
政
色
を
払
拭
す
る
た
め
、
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
を
撤
退
さ
せ
、
大
正

―
一
年
（

一

九
二
二
年
）
、
南
洋
庁
官
制
（
大
正

―一

年
勅
令

一
〇
七
号
）
に
よ
り
、
南
洋
庁
を
設
置
し
、
南
洋
群
島
の
支
配
・
統
治
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

南
洋
庁
の
長
と
し
て
、
長
官
が
置
か
れ
（
同
官
制
二
条
）
、
長
官
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
政
務
を
管
理
す
る
も
の
と
さ
れ
た
（
同
官

(
6
)
 

制
三
条
）
。
南
洋
庁
の
職
員
は
、
昭
和

一
0
年

(
-
九
三
五
年
）
に
は
、
八
―
―
―
七
名
を
数
え
、
傭
人
を
含
め
る
と

一
0
0
0
名
を
超
え
る
規
模
と
な
っ
た
。

南
洋
群
島
は
、
国
際
連
盟
の
委
任
統
治
領
で
あ
っ
て
、
当
時
、
日
本
が
支
配
・
統
治
を
行
な
っ
て
い
た
台
湾
、
樺
太
、
朝
鮮
と
は
異
な
り
、
日
本
が
領

(
7
)
 

土
権
を
有
し
な
い
た
め
、
関
東
州
と
同
じ
く
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
適
用
さ
れ
な
い
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
で
は
な
く
、
勅
令
に
よ
り
立
法

が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
日
本
の
帝
国
誠
会
が
制
定
し
た
法
律
（
内
地
法
）

適
用
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
勅
令
に
よ
り
依
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

の
適
用
も
な
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
内
地
法
を

そ
の
後
、
昭
和
八
年
(
-
九
三
三
年
）
に
日
本
が
国
際
連
盟
の
脱
退
を
通
告
す
る
と
、
諸
外
国
か
ら
、
南
洋
群
島
に
対
す
る
日
本
の
支
配
・
統
治
の
根

拠
に
疑
義
が
呈
せ
ら
れ
た
た
め
、
国
際
連
盟
脱
退
後
の
南
洋
委
任
統
治
の
帰
趨
に
関
す
る
帝
国
政
府
の
方
針
決
定
方
の
件
閣
議
決
定
（
昭
和
八
年
外
務
省

甲

一
七
号
指
令
）
と
告
諭
（
南
洋
庁
告
諭
昭
和
八
年

一
号
）
に
よ
り
、
日
本
の
構
成
部
分
と
し
て
、
国
法
の
下
に
万
般
の
施
政
を
行
な
う
こ
と
に
変
わ
り

が
な
い
こ
と
を
示
し
、
日
本
は
南
洋
群
島
の
統
治
を
続
け
た
。
こ
の
統
治
は
、
昭
和
二

0
年

(
-
九
四
五
年
）
八
月
三

0
日
に
南
洋
庁
長
官
及
び
日
本
陸

(
8
)
 

海
軍
指
揮
官
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
海
軍
に
降
伏
す
る
ま
で
実
質
的
に
続
い
た
。

(
4
)

詳
し
く
は
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
「
委
任
統
治
領
南
洋
群
島
前
絹
」
外
務
省
絹
『
外
地
法
制
誌
第
五
部
』
（
外
務
省
、
九
六
二
)
[
外
務

省
編
『
外
地
法
制
誌
第

一
0
巻
』
（
文
生
書
院
、

一
九
九
0
)
]

一
六
I

―
二
八
頁
。
南
洋
群
島
の
支
配
及
び
統
治
に
つ
い
て
は
、
矢
崎
幸
生
『
ミ

ク
ロ
ネ
シ
ア
信
託
統
治
の
研
究
』
（
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
九
九
）
四
三
ー

一
一
六
頁
参
照
。
南
洋
群
島
の
法
的
政
治
的
地
位
の
変
化
に
つ
い
て

は
、
等
松
春
夫
「
南
洋
群
島
の
主
権
と
国
際
的
管
理
の
変
遷
ド
イ
ツ
・
日
本
•
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
」
浅
野
豊
美
『
南
洋
群
島
と
帝
国
・
国
際

秩
序
』
（
慈
学
社
出
版
、
二

0
0
七
）
ニ

―
頁
以
下
参
照
。
南
洋
群
島
の
統
治
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
酒
井

[
臣
「
『
文
明
の
使
命
』
と
し
て
の
日

本
の
南
洋
群
島
委
任
統
治
過
剰
統
治
の
背
景
」
浅
野
・
前
掲
五
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
以
下
、
条
文
は
、
南
洋
應
編
『
南
洋
應
法
令
類

関

法

第

六

一
巻
四
号

四

（
―
-
六
三
）



占
領
当
初
は
、
陸
軍
刑
法
（
明
治
四

一
年
法
律
四
六
号
）
、
陸
軍
軍
人
軍
属
等
犯
罪
即
決
法
（
明
治

一
九
年
勅
令
四
四
号
）
、
海
軍
刑
法
（
明
治
四

一
年

法
律
四
八
号
）
、
海
軍
軍
人
軍
属
等
犯
罪
即
決
法
（
明
治
二
二
年
法
律
二
五
号
）
な
ど
の
軍
律
に
よ
り
、
裁
判
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

間
も
な
く
、
南
洋
群
島
刑
事
民
事
裁
判
令
（
大
正
四
年
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
令
四
五
二
号
）
に
よ
り
、
二
審
制
の
裁
判
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
第

一
審
裁
判
庁
と
第
二
禅
裁
判
庁
が
創
設
さ
れ
た
。
第

一
審
裁
判
庁
で
死
刑
又
は
三
年
以
上
の
懲
役
刑
若
し
く
は
禁
錮
刑
が
宣
告
さ
れ
た
場
合
に

限
り
、
第
二
審
裁
判
庁
へ
上
訴
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
上
訴
審
は
裂
審
と
さ
れ
て
い
た
。
大
正
七
年
(
-
九

一
八
年
）

隊
条
例
に
よ
り
、
民
政
部
が
設
置
さ
れ
、
軍
政
庁
が
民
政
署
と
改
め
ら
れ
た
の
を
受
け
て
、
大
正
八
年
(
-
九

一
九
年
）
に
南
洋
群
島
刑
事
民
事
裁
判
令

の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
第

一
審
裁
判
庁
が
民
政
署
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
民
政
署
長
が
裁
判
官
を
務
め
る
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
、

第
二
審
裁
判
庁
は
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
民
政
部
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
民
政
部
事
務
官
二
名
が
裁
判
官
を
務
め
る
も
の
と
さ
れ
た
。
大
正
九
年

(1) 

南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度

裁
判
制
度
の
整
備

(9
)
 

ー
、
刑
事
裁
判
制
度
と
刑
事
実
体
法
の
整
備

三
、
刑
事
司
法
制
度

五

（
一ー

六
二）

緊
』
（
帝
國
行
政
學
会
、

一
九
二
八
）
及
び
そ
の
追
録
を
参
照
し
た
。

(
5
)

外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
「
外
地
法
令
制
度
の
概
要
」
外
務
省
編
『
外
地
法
制
誌
第
二
部
』
（
外
務
省
、

誌
第
二
巻
』
（
文
生
書
院
、
一
九
九

0
)
]
二
七
ー
ニ
八
頁
。

(
6
)

南
洋
協
会
南
洋
群
島
支
部
編
『
日
本
の
南
洋
群
島
』
（
南
洋
協
会
南
洋
群
島
支
部
、

一
九
三
五
）

一
五
九
頁
。
職
員
の
ほ
と
ん
ど
は
、
日
本
出

身
者
で
あ
り
、
島
民
は
巡
警
な
ど

一
部
に
採
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
矢
内
原
忠
雄
『
南
洋
群
島
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、

一
九
三
五
）

四
．
五
ー
四

一
六
頁
。

(
7
)

外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
・
前
掲
注
(
4
)
五
八
ー
五
九
、
六
八
頁
、
矢
内
原
・
前
掲
注

(
6
)
四
一
七
頁
。

(8
)

詳
し
く
は
、
等
松
•
前
掲
注

(
4
)四
七
ー
四
九
頁
。

一
九
五
五
)
[
外
務
省
編
『
外
地
法
制

の
改
正
南
洋
群
島
防
備



即
決
手
続
に
類
似
す
る
制
度
と
し
て
、
例
え
ば
、
台
湾
で
は
、
明
治
三
七
年

(
-
九
0
四
年）

に
、
犯
罪
即
決
例

（明
治
三
七
年
律
令
第
四
号）

に
よ

り
、
犯
罪
即
決
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
重
禁
錮
三
月
以
下
又
は
罰
金

一
0
0
円
以
下
の
法
定
刑
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
警
部
や
憲
兵
に
即
決

裁
判
権
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
南
洋
群
島
に
お
い
て
は
、

自
由
刑
で
あ
る
懲
役
刑
に
つ
い
て
は
即
決
手
続
の
対
象
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
即
決
裁
判
権

を
有
す
る
の
も
軍
政
庁
長
（
後
に
は
民
政
署
長
）
と
さ
れ
て
お
り
、
台
湾
の
犯
罪
即
決
制
度
と
は
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
上
、
両
者
の
関
係
を
示
す
文
献

資
料
を
見
付
け
出
す
に
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
時
期
を
勘
案
す
る
と
、
台
湾
の
犯
罪
即
決
制
度
を
参
考
に
南
洋
群
島
の
即
決
手
続
が
導
入
さ
れ
た
可

特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
労
役
と
い
う
刑
事
制
裁
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
地
域
に
存
在
す
る
刑
事
制
裁
で

あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
占
領
時
に
も
利
用
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
支
配
・
統
治
時
代
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
後
に
は
、
懲

役
刑
を
労
役
に
換
刑
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
労
役
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
道
路
や
突
堤
の
修
築
な
ど
の
公
共
事
業
に
お
け
る
作
業
が
求
め
ら
れ
た

能
性
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

が
保
障
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

民
政
署
長
）

の
即
決
手
続
に
よ
り
、
拘
留
、
科
料
、

一
月
未
満
の
労
役
を
科
す
こ
と
を
認
め
て
い
た
（
同
令

一
条）
。
遠
方
の
島
で
の
処
罰
を
円
滑
に
行

（
一
九
二

0
年
）
に
は
、
南
洋
群
島
刑
事
民
事
裁
判
令
が
再
び
改
正
さ
れ
、
上
訴
可
能
な
範
囲
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
南
洋
群
島
刑
事

民
事
裁
判
令
に
よ
る
司
法
制
度
は
、
行
政
官
が
裁
判
官
を
担
う
と
さ
れ
て
お
り
、

司
法
権
は
独
立
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
裁
判
制
度
と
並
立
し
て
、
南
洋
群
島
警
察
犯
処
罰
令

（大
正
五
年
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
民
政
部
訓
令
九
号
）
が
、
軍
政
庁
長

（後
に
は

な
う
た
め
、
軍
政
庁
長

（後
に
は
民
政
署
長
）
は、

司
令
官
の
許
可
を
得
て
、
即
決
手
続
の
権
限
を
総
村
長
又
は
村
長
に
委
任
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

た

（同
令
二
条
）
。
実
際
に
各
軍
政
庁
が
委
任
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
委
任
は
ト
ラ
ッ
ク
支
庁
と
パ
ラ
オ
支
庁
の
離
島
に
徐
々
に
限
定
さ
れ
て
い

っ
た
と

(10
)
 

さ
れ
る
。
南
洋
群
島
警
察
犯
処
罰
令
に
お
い
て
は
、
地
域
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
、
即
決
手
続
に
よ
る
処
罰
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
裁
判
を
受
け
る
権
利

切

即
決
手
続
の
導
入
及
び
労
役

関

法

第

六

一
巻
四
号

六

（
―
-
六

一
）



南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度

七

(
-
1六
0
)

(12
)
 

（
例
え
ば
、
大
正
四
年
ト
ラ
ッ
ク
軍
政
庁
令
五
号
三
条
）
。
こ
う
し
た
労
働
を
主
た
る
内
容
と
す
る
刑
事
制
裁
は
、
現
在
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の

一
部
の

(13
)
 

州
や
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
刑
事
制
裁
は
、
日
本
の
支
配
・
統
治
時
代
か
ら
さ
ら
に
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

こ
の
よ
う
に
、
占
領
当
初
か
ら
、
裁
判
制
度
の
整
備
は
進
め
ら
れ
た
も
の
の
、
刑
事
実
体
法
の
規
定
の
整
備
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
な
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
南
洋
群
島
刑
事
民
事
裁
判
令
に
お
い
て
も
、
南
洋
群
島
警
察
犯
処
罰
令
に
お
い
て
も
、
実
体
規
定
は
概
括
的
で
包
括
的
な
も
の

で
あ
っ
て
、
罪
刑
法
定
主
義
は
無
視
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
南
洋
群
島
警
察
犯
処
罰
令
に
お
い
て
は
、
「
地
方
ノ
法
規
旧
慣
又
ハ
帝
国
法
令
二
依
リ
警

察
犯
卜
認
メ
ラ
レ
タ
ル
違
反
行
為
ヲ
為
シ
又
ハ
之
ヲ
教
唆
シ
若
ハ
之
ヲ
柑
助
シ
タ
ル
者
」
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
た

年

(
-
九
二
二
年
）

に
南
洋
庁
が
創
設
さ
れ
、
南
洋
庁
令
に
よ
り
、
実
体
規
定
が
創
設
さ
れ
た
り
、
内
地
法
が
依
用
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
整
備
が
進
む
こ
と
と
な

っ
た
。
も

っ
と
も
、
南
洋
庁
令
は
、
命
令
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
主
義
が
採
ら
れ
て
い
な
い

点
で
、
罪
刑
法
定
主
義
が
守
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
か

っ
た
。
南
洋
庁
令
に
よ
り
独
自
に
実
休
規
定
が
創
設
さ
れ
る
場
合
、

拘
留
、

二
0
0
円
以
下
の
罰
金
、
科
料
を
罰
則
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た

持
す
る
た
め
に
臨
時
緊
急
の
場
合
、
こ
れ
を
超
え
る
罰
則
を
規
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
が

（同
官
制
五
条
二
項
）。

二
方
、
例
え
ば
、
台
湾
で
は
、
明
治
―
二
七
年

（．

九
0
四
年
）
に
、
罰
金

及
び
笞
刑
処
分
例

（明
治
三
七
年
律
令
第

一
号
）
に
よ
り
、
犯
罪
を
問
わ
ず
、
科
さ
れ
た
禁
錮
刑
、
罰
金
刑
、
科
料
刑
を
笞
刑
に
転
換
す
る
こ
と
を
認
め

(14) 

る
罰
金
笞
刑
処
分
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
た
が
、
南
洋
群
島
で
は
笞
刑
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
内
地
法
が
依
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
甚
本
的
な
法
律
の
多
く
が
依
用
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
南
洋
群
島
裁
判
事
務
取
扱
令
（
大
正

―
二
年
勅
令

二
六
号
）
に
よ
り
、
刑
法
（
明
治
四

0
年
法
律
四
五
号
）
、
爆
発
物
取
締
罰
則
（
明
治

一
七
年
太
政
官
布
告
三
二
号
）
、
刑
事
訴
訟
法
（
大
正

一
―
年
法
律

経
て
勅
裁
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た

実
体
規
定
は
、
大
正

③

刑
事
実
体
法
の
整
備

ら
れ
る
。

（
同
官
制
五
条

一
項
）
、
公
布
後
直
ち
に
内
閣
総
理
大
臣
を

（
南
洋
庁
官
制
四
条
）
。
例
外
的
に
、
安
寧
秩
序
を
保

一
年
以
下
の
懲
役
、
禁
錯
、

（同
令

・
条）
。



条）。
七
五
号
）
な
ど
が
依
用
さ
れ
た
。
後
に
は
、
関
東
州
及
南
洋
群
島
二
於
テ
ハ
治
安
維
持
二
関
シ
治
安
維
持
法
二
依
ル
ノ
件
（
大
正
一
四
年
勅
令
一
七
六

号
）
や
南
洋
群
島
裁
判
事
務
取
扱
令
中
改
正
（
昭
和

一
六
年
勅
令
五
七
二
号
）
に
よ
り
治
安
維
持
法
（
大
正

一
四
年
法
律
四
六
号
、
昭
和
一
六
年
法
律
五

四
号
）
が
依
用
さ
れ
た
り
、
南
洋
群
島
二
於
ケ
ル
戦
時
犯
罪
処
罰
ノ
特
例
二
関
ス
ル
件
（
昭
和

一
七
年
勅
令
五
八
号
）
に
よ
り
戦
時
刑
事
特
別
法
（
昭
和

裁
判
制
度
の
改
編

実
体
規
定
の
整
備
と
と
も
に
、
裁
判
制
度
も
改
編
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
南
洋
群
島
裁
判
令
（
大
正

一一

年
勅
令

一
三
三
号
）
に
よ
り
、
南
洋
庁
法

院
が
設
立
さ
れ
た
（
同
令

一
条
）
。
南
洋
庁
法
院
は
、
南
洋
群
島
刑
事
民
事
裁
判
令
に
お
け
る
裁
判
制
度
と
同
様
に
、
二
審
制
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

第
一
帯
と
し
て
地
方
法
院
を
置
き
（
同
令
三
条
）
、
第
二
審
と
し
て
高
等
法
院
を
置
い
た
（
同
令
四
条
）
。
南
洋
庁
法
院
ノ
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
（
大

正

―
二
年
南
洋
庁
令

一
号
）
に
よ
り
、
パ
ラ
オ
地
方
法
院
、
サ
イ
パ
ン
地
方
法
院
、
ポ
ナ
ペ
地
方
法
院
の
三
つ
の
地
方
法
院
が
置
か
れ
、
パ
ラ
オ
に
高
等

法
院
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
高
等
法
院
に
お
け
る
審
理
は
、
従
前
通
り
覆
審
と
さ
れ
た
（
同
令
四
条
）
。
ま
た
、
終
審
で
あ
る
こ
と
が
明
文
化
さ

れ
た
（
同
令
四
条
）
。

（―

-
五
九
）

手
続
は
、
高
等
法
院
は
控
訴
裁
判
所
、
地
方
法
院
は
地
方
裁
判
所
及
び
区
裁
判
所
の
規
定
を
依
用
す
る
と
さ
れ
た
（
南
洋
群
島
裁
判
事
務
取
扱
令
六
二

ま
た
、
判
事
は
、
南
洋
庁
ノ
判
事
及
検
事
任
用
ノ
件
（
大
正

―
一
年
勅
令
―

一
八
号
）
に
よ
り
、
裁
判
所
構
成
法
（
明
治
ニ
―
二
年
法
律
六
号
）

の
規
定

す
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
地
方
法
院
は
、
判
事
が
単
独
で
審
理
を
行
な
う
も
の
と
さ
れ
（
同
令
七
条
）
、
高
等
法

院
は
、
三
名
の
合
議
制
で
審
理
を
行
な
う
も
の
と
さ
れ
た
（
同
令
八
条
）
。
当
初
、
地
方
法
院
長
と
高
等
法
院
長
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
級
判
事
が
充
て
ら

れ
て
い
た
が
（
同
令
六
条

一
項
）
、
間
も
な
く
、
南
洋
群
島
裁
判
令
中
改
正
（
大
正
―
二
年
勅
令
二
七
号
）
に
よ
り
、
判
事
で
も
構
わ
な
い
と
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
創
設
当
時
、
南
洋
庁
法
院
全
体
で
判
事
四
名
が
定
員
と
さ
れ
て
い
た
が
（
同
令
五
条
）
、
財
政
上
の
問
題
か
ら
、
南
洋
群
島
裁
判
令
中
改
正

(4) 
一
七
年
法
律
六
四
号
）
が
依
用
さ
れ
た
り
し
た
。

関

法

第

六

一
巻

四

号

八



南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度

（
大
正
一
三
年
勅
令
四
六
七
号
）
に
よ
り
、
判
事
の
定
員
は
三
名
に
減
員
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
高
等
法
院
の
判
事
が
パ
ラ
オ
地
方
法
院
の
判
事
を
兼

任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
上
訴
さ
れ
る
と
、

一
名
の
判
事
が
必
ず
前
審
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
忌
避
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
忌
避
さ
れ
る
と
、
高
等
法
院
の
裁
判
体
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
忌
避
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た

事
務
取
扱
令

―
一
条
）
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
裁
判
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
大
い
に
問
題
が
あ
っ
た
た
め
、
昭
和
八
年
(
-
九
三
三
年
）
に
な
っ
て
、
東

京
区
裁
判
所
又
は
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
事

1

名
を
南
洋
庁
法
院
判
事
と
し
て
兼
任
さ
せ
る
こ
と
で
、
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(15
)
 

も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
、
南
洋
庁
法
院
は
、
南
洋
庁
長
官
の
監
督
下
に
置
か
れ
（

ニ
ニ
八
頁
）
、
司
法
権
の
独
立
は
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
ち
ら
の

昭
和
九
年
(
-
九
三
四
年
）

以
上
の
よ
う
に
、
南
洋
庁
法
院
は
、

二
審
制
で
、
第

一
審
と
第
二
審
の
判
事
は
兼
任
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
司
法
制
度
は
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦

(16) 

で
現
在
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
支
配
及
び
統
治
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

(17
)
 

の
刑
事
事
件
の
既
済
件
数
を
見
る
と
、
パ
ラ
オ
地
方
法
院
が
七
八
件

一
七
二
人
、
サ
イ
パ
ン
地
方
法
院
が
二

0
二
件
四
四

二
人
、
ポ
ナ
ペ
地
方
法
院
が
六
七
件

一
四
四
人
で
あ
り
、
地
方
法
院
全
体
で
三
四
七
件
七
五
八
人
、
高
等
法
院
八
件

一
〇

一
人
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
法

院
に
お
け
る
科
刑
状
況
を
見
る
と
、
懲
役

一
四

一
人
、
罰
金
三

一
五
人
、
拘
留
五
人
、
科
料
二
九
三
人
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
裁
判
制
度
と
並
立
し
て
、
従
前
の
南
洋
群
島
警
察
犯
処
罰
令
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
南
洋
群
島
犯
罪
即
決
例
（
大
正

―
二
年
勅
令
二
八

号
）
に
よ
り
、
軽
微
な
事
件
の
場
合
、
支
庁
長
が
即
決
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た

(18) 

を
受
け
る
不
便
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
昭
和
九
年
(
-
九
三
四
年
）
に
は
、 （

同
例

●
条
）
。
こ
れ
は
、
法
院
の
数
が
少
な
く
、
住
民
が
裁
判

警
察
犯
処
罰
令
と
は
異
な
り
、
南
洋
群
島
犯
罪
即
決
例
に
お
い
て
は
、
支
庁
長
の
即
決
処
分
に
対
し
て
、
正
式
裁
判
の
申
立
て
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た

（
同
例
五
条
前
段
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

固
即
決
手
続
の
改
編

問
題
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。

九

（
一
●
五
八
）

―
一
八
四
人
に
即
決
処
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。
南
洋
群
島

（
南
洋
群
島
裁
判



じ
な
か
っ
た
た
め
、
大
正
四
年
(
-
九

一
五
年
）

ま
た
、
南
洋
群
島
裁
判
事
務
取
扱
令
中
改
正
（
大
正

二
二
年
勅
令

一
七
二
号
）
に
よ
り
、

検
事
又
は
支
庁
長
が
労
役
に
換
刑
で
き
る
こ
と
と
し
た
（
同
令
三
条
ノ
ニ
）
。
そ
の
後
、
警
察
犯
例
（
大
正

一
五
年
南
洋
庁
令
―
―
―
号
）

賦
科
を
法
定
刑
と
し
て
規
定
す
る
も
の
も
現
れ
た

刑
事
制
裁
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（―

-
五
七
）

一
般
警
察
、
行

の
よ
う
に
、
労
役

（同
令
二
条
）
。
こ
れ
ら
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
地
域
に
お
い
て
、
労
役
が
伝
統
的
に

な
お
、
後
に
、
軍
人
軍
属
に
つ
い
て
も
、
南
洋
群
島
軍
人
軍
属
等
犯
罪
即
決
令

（昭
和

一
六
年
勅
令

一
0
五

一
号
）
に
よ
り
、
即
決
手
続
が
用
意
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
陸
軍
軍
人
軍
属
等
犯
罪
即
決
法
（
明
治

一
九
年
勅
令
四
四
号
）
と
海
軍
軍
人
軍
属
等
犯
罪
即
決
法
（
明
治
二
二
年
法
律
二
五
号
）
を
依
用

(19
)
 

南
洋
群
島
の
警
察
制
度
は
、
当
初
、
各
民
政
区
の
守
備
隊
の
兵
員
に
よ
る
も
の
を
瑞
矢
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
兵
員
で
あ
る
が
ゆ
え
に
警
察
事
務
に
通

と
と
し
た
。

る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
正
八
年

(
-
九

一
九
年
）

田

警

察

制

度

関

法

第

六

一
巻
四
号

―
二
月
に
、
予
備
又
は
後
備
の
憲
兵
下
士
又
は
上
等
兵
か
ら
採
用
し
た
守
衛
を
置
き
、

刑
、
戸
口
調
査
な
ど
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
六
年

(-
九

一
七
年
）
六
月
、
守
衛
は
警
吏
に
名
称
が
変
更
さ
れ
た
。
大
正
七
年

（一

九

一
八
年
）
六
月
に
は
、
警
吏
に
加
え
て
、

島
民
か
ら
採
用
し
た
巡
警
を
新
た
に
置
き
、
島
民
に
対
す
る
警
察
、
行
刑
、
衛
生
な
ど
を
補
佐
す
る
こ

同
年
七
月
、
改
正
南
洋
群
島
防
備
隊
条
例
に
よ
り
、
民
政
部
が
で
き
る
と
、
そ
の
中
に
警
務
課
が
創
設
さ
れ
、
警
察
、
行
刑
、
法
務
、
衛
生
を
管
掌
す

；
月
、
警
吏
の
上
級
に
内
地
の
警
察
の
警
部
又
は
警
部
補
か
ら
採
用
さ
れ
た
海
軍
警
吏
が
置
か
れ
、
同

年

一
0
月
に
は
、
海
軍
警
吏
と
警
吏
の
中
間
に
海
軍
警
吏
補
が
置
か
れ
た
。
大
正

一
0
年

(
-
九
ニ―

年
）
七
月
に
は
、
海
軍
警
吏
は
海
軍
警
部
又
は
海

軍
警
部
補
に
、
海
軍
警
吏
補
及
び
警
吏
は
海
軍
巡
査
に
名
称
が
変
更
さ
れ
た
。
同
時
に
、
巡
査
配
置
及
勤
務
規
程

（大
正

一
0
年
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊

2
、
警
察
制
度
及
び
検
察
制
度
の
整
備
と
犯
罪
動
向

一
年
未
満
の
懲
役
又
は
労
役
場
留
置
の
執
行
に
つ
い
て
は
、

1
0
 



南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度

用
し
て
い
た
。

大
正

二
二
年
（

：
九
二
四
年
）

（一

～
五
六
）

民
政
部
訓
令

一
九
号
）
に
よ
り
、
駐
在
所
所
在
地
が
規
定
さ
れ
、
順
次
、
警
部
補
出
張
所
、
巡
査
駐
在
所
、
巡
査
派
出
所
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。

大
正

一一

年

(
-
九
二
二
年
）
に
南
洋
庁
が
設
置
さ
れ
る
と
、
従
来
の
民
政
部
警
務
課
は
内
務
部
警
務
課
に
改
絹
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
民

政
署
に
代
わ
り
設
置
さ
れ
た
南
洋
庁
支
庁
に
も
警
務
課
が
創
設
さ
れ
た
。
同
時
に
、
海
軍
警
部
、
悔
軍
警
部
補
、
海
軍
巡
査
は
、
そ
れ
ぞ
れ
警
部
、
警
部

補
、
巡
査
に
名
称
が
変
更
さ
れ
た
。
ま
た
、
警
部
の
上
級
に
新
た
に
警
視
が
置
か
れ
た
。
内
務
部
警
務
課
長
は
警
視
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
内

務
部
警
務
課
に
は
、
警
部
、
警
部
補
、
巡
査
が
配
置
さ
れ
た
。

一
方
、
支
庁
の
警
務
課
長
は
警
部
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
警
部
補
、
巡
査
、
巡

こ
の
時
期
か
ら
、
任
用
に
関
す
る
規
定
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
南
洋
庁
巡
査
任
用
及
給
与
令

（大
正

一
一
年
勅
令

―
二
三
号
）
、
巡
壺
部
長
採
用
規

程

（大
正
．

一
年
南
洋
庁
訓
令
二
九
号
）
、
巡
警
採
用
規
程

（大
正

―
一
年
南
洋
庁
訓
令
四
0
号
）
、
警
部
及
警
部
補
特
別
任
用
学
術
試
験
及
実
務
考
査
規

九
号
）
、
巡
査
任
用
規
程

（大
正

―
二
年
南
洋
庁
令
二

0
号
）
が
相
次
い
で
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
巡
警
は
島
民
か

ら
採
用
す
る
も
の
と
さ
れ
（
巡
警
採
用
規
程

一
条
）
、
実
務
を
行
な
わ
せ
つ
つ
、
教
習
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
警
部
及
警
部
補
特
別
任
用
学
術
試
験
及
実

務
考
査
規
程
は
、
実
施
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
し
ば
ら
く
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
。

―
二
月
の
行
政
財
政
整
理
に
よ
り
、
南
洋
庁
部
制
が
廃
止
さ
れ
、
内
務
部
警
務
課
は
警
務
課
に
改
変
さ
れ
、
同
時
に
、

支
庁
の
警
務
課
は
警
務
係
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
警
部
、
警
部
補
、
巡
査
合
わ
せ
て
二
ニ
名
が
減
員
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
内
地
か
ら
の
人
口
流
入

な
ど
に
よ
る
人
口
増
加
に
伴
っ
て
犯
罪
が
増
加
し
た
た
め
、
昭
和
三
年

(
-
九
二
八
年
）
以
降
、
職
員
は
順
次
増
員
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
犯
罪
状
況

等
に
合
わ
せ
て
警
察
施
設
の
新
設
又
は
昇
格
が
行
な
わ
れ
、
昭
和
一

0
年
(
-
九
三
五
年
）
六
月
末
に
は
、
支
庁
出
張
所

一
筒
所
、
警
察
官
派
出
所

一
箇

所
、
警
部
補
派
出
所
二
箇
所
、
巡
査
駐
在
所
二
三
箇
所
、
巡
査
立
番
所

一
箇
所
と
な
っ
た
。
職
員
数
は
、
警
視

一
名
、
警
部

一
0
名
、
警
部
補
八
名
、
巡

査
九
三
名
、
巡
警
四
九
名
で
あ
っ
た
。
巡
警
を
除
い
て
警
察
官
養
成
の
た
め
の
教
習
所
や
練
習
所
が
な
く
、
内
地
の
警
察
官
の
現
職
者
又
は
経
験
者
を
任

実
務
上
、
巡
警
の
果
た
す
役
割
は
大
き
く
、
巡
警
配
置
及
勤
務
規
程
の
改
正
（
昭
和
三
年
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
民
政
部
訓
令
二
七
号
）
に
よ
り
、
巡

程

（大
正

―
二
年
南
洋
庁
令

警
が
配
置
さ
れ
た
。



四
三
年
）

終
戦
時
の
定
員
は
、
警
視
四
人
、
警
部
・
警
部
補
二
四
人
、
巡
査
二

0
二
人
、
巡
警
約
七

0
人
で
あ
っ
た
。

検
事

一
名
が
増
員
さ
れ
、
サ
イ
パ
ン
地
方
法
院
検
事
局
に
配
置
さ
れ
た
。

（―

-
五
五
）

警
は
島
民
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
住
民
を
対
象
に
警
察
、
行
刑
、
衛
生
を
担
う
こ
と
と
さ
れ
、
そ
の
役
割
は
さ
ら
に
拡
大
し
た
。
昭
和
九
年
(
-
九
三
四

年
）
に
は
、
巡
警
長
採
用
規
程
（
昭
和
九
年
南
洋
庁
訓
令
一
八
号
）
に
よ
り
、
巡
警
の
上
級
に
巡
警
長
が
新
た
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

―
二
月
、
南
洋
庁
に
内
務
部
が
復
活
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
警
務
課
は
、
再
び
内
務
部
警
務
課
と
な
っ
た
。
支
庁
に
お

い
て
は
、
依
然
と
し
て
警
務
係
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
遅
れ
て
、
昭
和

一
六
年
(
-
九
四

一年）

五
月
に
再
び
警
務
課
と
な
っ
た
。
昭
和

一
八
年
(
-
九

―
一
月
、
内
務
部
が
内
政
部
に
改
編
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
内
務
部
警
務
課
は
内
政
部
警
務
課
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
三
つ
の
支
庁
の
警
務
課

こ
の
時
期
、
再
び
、
採
用
や
人
事
に
つ
い
て
の
法
令
が
整
備
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
南
洋
庁
巡
査
採
用
規
則
（
昭
和
一
四
年
南
洋
庁
令
七
号
）
、
巡
査

採
用
手
続
（
昭
和

一
四
年
南
洋
庁
訓
令

一
四
号
）
、
南
洋
庁
警
察
練
習
所
規
程
（
昭
和

一
四
年
南
洋
庁
訓
令
二

0
号
）
、
巡
査
部
長
採
用
及
訓
練
規
程
（
昭

(20) 

南
洋
庁
の
検
察
制
度
は
、
南
洋
庁
法
院
の
設
置
に
伴
い
、
各
法
院
に
検
事
局
が
附
置
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
（
南
洋
群
島
裁
判
令
九
条

一
項
）
。
も
っ

と
も
、
検
事
は
南
洋
庁
検
事
局
全
体
で

一
名
（
南
洋
群
島
裁
判
令
九
条
二
項
）
と
さ
れ
、
パ
ラ
オ
の
高
等
法
院
検
事
局
に
配
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和

六
年
(
-
九
三

一年）

に
、
特
に
邦
人
人
口
の
増
加
に
伴
う
犯
罪
増
加
に
対
応
し
て
、
南
洋
群
島
裁
判
令
中
改
正
（
昭
和
六
年
勅
令

―
二
七
号
）
に
よ
り
、

こ
の
よ
う
に
検
事
が
全
て
の
地
方
法
院
の
検
事
局
に
配
置
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
地
方
法
院
検
事
局
で
は
、
南
洋
庁
警
部
が
検
事
事
務
取
扱
と
し
て
検

（
南
洋
群
島
裁
判
令

一
0
条
二
項
）
。
そ
の
後
、
南
洋
群
島
裁
判
令
中
改
正
（
昭
和
一
九
年
勅
令
三
六

一
号
）
に
よ
り
、
警
視
も
検
事
の
職
を
執
行
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
を
受
け
、
実
際
に
ポ
ナ
ペ
地
方
法
院
検
事
局
で
は
、
警
部
が
検
事
の

事
の
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た

切

検

察

制

度

和

一
七
年
南
洋
庁
訓
令
八
三
号
）
な
ど
が
制
定
さ
れ
た
。

長
も
警
視
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

昭
和

―
一
年

(
-
九
三
六
年
）

関

法
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南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度

制
が
行
な
わ
れ
た
。

田
諸
取
締
規
則

も
司
法
警
察
官
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

(21) 

昭
和
九
年
(
-
九――
―四
年
）
に
は
、
既
済
五
三
四
件

―
―
二
九
人
中
、
起
訴
が
三
五
二
件
八

0
五
人
、
起
訴
猶
予
が
九
九
件
二

0
一
人
と
な
っ
て
い
た
。

捜
査
に
つ
い
て
見
る
と
、
検
事
だ
け
で
な
く
、
各
支
庁
長
と
南
洋
庁
警
視
も
、
司
法
警
察
官
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た

（南
洋
群
島

裁
判
令

―一

条

一
項）
。
ま
た
、
南
洋
庁
警
部
と
警
部
補
が
検
事
の
補
佐
を
行
な
う
司
法
警
察
官
（
南
洋
群
島
裁
判
令

―
一
条
二
項
）
と
さ
れ
た
。
後
に
、

南
洋
群
島
二
於
ケ
ル
司
法
警
察
官
ノ
職
務
代
行
二
関
ス
ル
件
（
昭
和
八
年
勅
令

1
0
号
）
に
よ
り
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
巡
査
も
検
事
の
補
佐
を

行
な
う
司
法
警
察
官
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
南
洋
群
島
裁
判
令
中
改
正
（
昭
和

一
九
年
勅
令
―
―
―六

一
号
）
に
よ
り
、
警
部

(22)

（

23) 

南
洋
群
島
の
支
配
及
ぴ
統
治
は
、
「
警
察
政
治
」
と
評
さ
れ
て
い
る
通
り
、
警
察
に
よ
る
取
締
り
の
た
め
の
規
定
が
多
数
用
意
さ
れ
て
い
た
。

ま
ず
、
銃
砲
火
薬
類
の
取
締
り
は
厳
重
で
あ
り
、
南
洋
群
島
銃
砲
火
薬
類
取
締
規
則
（
大
正
四
年
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
民
政
令
六
号
）
に
よ
り
、
所

持
等
を
許
可
事
項
と
し
て
い
た
が
、
南
洋
群
島
銃
砲
火
薬
類
取
締
規
則
（
大
正

―
一
年
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
民
政
令

一
号
）
に
よ
り
、

島
民
の
所
持
は

禁
止
さ
れ
た
。

ま
た
、
薬
物
に
つ
い
て
は
、
阿
片
並
「
モ
ル
ヒ
ネ
」
「
コ
カ
イ
ン
」
及
其
ノ
塩
類
取
締
規
則

（大
正

1

一
年
南
洋
庁
令
二
八
号
）
に
よ
り
、
厳
重
な
規

入
島
や
在
留
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
入
島
二
関
ス
ル
件
（
大
正

一
四
年
南
洋
庁
令

一
号
）
、
南
洋
群
島
在
留
者
取
締
規
則
（
大
正

一
四
年
南
洋
庁
令
三

号
）
、
外
国
人
ノ
入
国
滞
在
及
退
去
二
関
ス
ル
件
（
昭
和

一
四
年
南
洋
庁
令

一
九
号
）
な
ど
に
よ
り
、
制
限
が
な
さ
れ
た
。

③

捜

査

起
訴
猶
予
が
比
較
的
利
用
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

職
務
を
執
行
し
続
け
た
。

(
-
．
五
四
）



⑤

犯

罪

動

向

四
号
）
に
よ
り
、
内
地
同
様
の
規
制
が
な
さ
れ
た
。

就
業
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

制
定
さ
れ
た
。

一
六
歳
未
満
の
者
の
芸
妓
又
は
酌
婦
と
し
て
の

（―

-
五
三）

交
通
取
締
り
の
た
め
の
規
定
も
順
次
整
備
さ
れ
、
交
通
取
締
規
則

（昭
和
九
年
南
洋
庁
令
五
号
）
、
自
転
車
取
締
規
則
（
昭
和
九
年
南
洋
庁
令
六
号
）
、

南
洋
群
島
自
動
車
取
締
規
則
（
昭
和

一
六
年
南
洋
庁
令
ニ―

号
）
、
南
洋
群
島
自
動
車
運
転
免
許
試
験
規
則
（
昭
和

一
六
年
南
洋
庁
令
二
二
号
）
な
ど
が

風
俗
に
つ
い
て
は
、
芸
妓
、
酌
婦
取
締
規
則
（
大
正

二
二
年
南
洋
庁
令
五
号
）
に
よ
り
、
有
夫
の
婦
、

そ
し
て
、
南
洋
群
島
酒
類
取
締
規
則
（
大
正
五
年
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
民
政
令
二
号
）
、
そ
の
後
の
南
洋
群
島
酒
類
取
締
規
則

（大
正

一
0
年
臨
時

南
洋
群
島
防
備
隊
民
政
令
七
号
）
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
島
民
の
飲
酒
は
禁
止
さ
れ
た
。

漁
業
に
つ
い
て
は
、
南
洋
群
島
漁
業
規
則
（
大
正
五
年
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
民
政
令

一
四
号
、
昭
和

―
一
年
南
洋
庁
令
二
号
）
に
よ
り
、
許
可
制
と

さ
れ
、
禁
漁
時
期
な
ど
も
規
定
さ
れ
た
。

思
想
事
犯
に
つ
い
て
は
、
南
洋
群
島
新
聞
紙
取
締
規
則

（昭
和
四
年
南
洋
庁
令
七
号）
、
南
洋
群
島
不
穏
文
書
臨
時
取
締
規
則

（昭
和

＾
六
年
南
洋
庁

令
七
六
号
）
、
南
洋
群
島
治
安
警
察
規
則

（昭
和
四
年
南
洋
庁
令
四
号
）
、
南
洋
群
島
言
論
出
版
集
会
結
社
等
臨
時
取
締
規
則

（昭
和

一
六
年
南
洋
庁
令
七

こ
の
よ
う
に
種
々
の
規
制
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
当
初
、
治
安
は
平
静
な
状
態
が
続
き
、
犯
罪

(24
)
 

も
単
純
で
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

日
本
出
身
者
の
増
加
に
伴
い
、
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
、
物
質
的
に
豊
か
に
な

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
に
つ
れ
て
、

(25
)
 

日
本
出
身
者
と
島
民
を
問
わ
ず
、
犯
罪
が
増
加
し
、
凶
悪
事
犯
は
少
な
か

っ
た
も
の
の
、
暴
力
事
犯
や
知
能
犯
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(26
)
 

犯
罪
動
向
を
見
る
と
、
昭
和
八
年

(
-
九
三
三
年
）

に
は
、
刑
法
犯
と
諸
取
締
規
則
を
合
わ
せ
て

一
五
七
九
件
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
九
年

(
-
九
三
四

年
）
に
は
、
四
七
二
六
件
へ
と
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
こ
の
う
ち
、

三
三
七
四
件
は
南
洋
群
島
酒
類
取
締
規
則
違
反
が
占
め
て
い
る
。

関

法

第

六

一
巻
四
号

q

四



南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度

作
業
の
多
く
は
、
監
獄
設
備
の
関
係
上
、
上
工
な
ど
の
構
外
作
業
で
あ
っ
た
。

一
五

（
一
＾
五
二
）

年

(
-
九
三
三
年
）
に
六
室
増
築
し
た
。
昭
和
九
年
（

九
三
四
年
）
に
は
、
警
部
補

一
名
を
増
員
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
サ
イ
パ
ン
支
庁
の
監
獄
に
警

(27) 

ま
た
、
検
挙
の
動
向
を
見
る
と
、
島
民
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
昭
和
七
年
(
-
九
―
―
―
二
年
）

の
島
民
の
総
検
挙
人
員
四
二
九
名
の
う
ち
、
二
八
三
名

が
酒
類
取
締
規
則
違
反
で
あ
り
、
次
い
で
、
窃
盗
な
ど
が

一
〇
九
名
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
島
民
犯
罪
の
う
ち
、
酒
類
取
締
規
則
違
反
が
多
数
を
占
め
て
い

島
民
に
は
、
原
則
と
し
て
飲
酒
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
沖
縄
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
泡
盛
な
ど
を
手
に
入
れ
や
す
か
っ
た
た
め
、
処
罰
さ
れ
る
島

(28
)
 

民
が
相
次
ぎ
、
取
締
り
に
よ
っ
て
も
効
果
が
不
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
規
制
の
必
要
性
が
問
題
と
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
出
身
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
出
身
者
の
総
検
挙
人
員
四
二
五
名
の
う
ち
、

取
締
規
則
違
反
が
九
九
名
、
窃
盗
な
ど
九
四
名
な
ど
と
な
っ
て
い
た
。
犯
罪
者
に
は
、
森
林
原
野
を
開
墾
す
る
労
働
者
が
多
く
、
住
所
が
不
定
で
あ
る
上
、

(29
)
 

交
通
が
不
便
な
場
所
に
居
住
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
検
挙
に
は
相
当
の
困
難
が
伴
っ
た
。

行
刑
制
度
の
整
備(30) 

行
刑
に
つ
い
て
見
る
と
、
当
初
は
守
備
隊
員
が
執
行
し
て
い
た
が
、
守
衛
、
警
察
官
吏
へ
と
職
員
が
変
遷
し
た
。
監
獄
長
は
支
庁
長
が
兼
任
し
た
。
し

ば
ら
く
の
間
、
専
用
の
施
設
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
警
察
留
置
場
が
代
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四
年
(
-
九
二
九
年
）
に
サ
イ
パ
ン
支
庁

に
監
獄
が
整
備
さ
れ
、
巡
査
四
名
が
専
任
職
員
と
し
て
配
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
監
獄
に
は
、
南
洋
庁
管
内
の
長
期
刑
受
刑
者
を
収
容
し
た
。

犯
罪
の
増
加
に
伴
い
、
収
容
人
員
は
常
時
六

0
名
以
上
で
あ
っ
た
。
当
初
、

(1) 
3
、
行
刑
制
度
の
整
備
及
び
内
地
受
刑
者
の
派
遣
出
役

こ。f
 

1
0
室
で
あ
っ
た
が
、
収
容
人
員
に
比
し
て
狭
陰
で
あ
っ
た
た
め
、
昭
和
八

部
補

一
名
、
巡
査
四
名
、
巡
警
四
名
、
パ
ラ
オ
支
庁
の
警
察
留
置
場
に
巡
査
二
名
が
専
任
職
員
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以

外
の
警
察
留
置
場
に
は
外
勤
の
巡
査
及
び
巡
警
が
監
獄
職
員
を
兼
任
す
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
行
刑
の
目
的
の
観
点
か
ら
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

i
O
五
名
が
漁
業
規
則
違
反
で
あ
り
、
次
い
で
、
酒
類



②
内
地
受
刑
者
の
派
遣
出
役

宣
告
及
び
執
行
が
な
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

一
六
乃
至

一
七
歳
五
人
、

監
獄
規
則
は
定
め
ら
れ
ず
、
各
支
庁
が
監
獄
則
を
独
自
に
定
め
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。

一
日
平
均

少
な
く
と
も
、
昭
和
九
年
(
-
九
三
四
年
）
末
ま
で
死
刑
の
執
行
は
行
な
わ
れ
ず
、
執
行
さ
れ
た
最
高
刑
は
無
期
刑
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
死
刑
の

大
正

一
五
年

(
-
九
二
六
年
）
以
降
、
監
獄
法
（
明
治
四

一
年
法
律
二
八
号
）
に
倣
い
、
作
業
賞
与
金
（
同
法
二
七
条
二
項
）
を
日
額
で
計
算
し
、
支

給
し
た
。
作
業
賞
与
金
日
額
は
被
告
人
と
受
刑
者
で
異
な
っ
て
お
り
、
男
女
で
も
差
異
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

一
五
歳

一
人、

監
獄
人
口
は
、
人
口
が
僅
少
で
あ
る
た
め
に
少
な
く
、
例
え
ば
、
昭
和
五
年

(-
九
三

0
年
）
末
に
は
、
人
口
六
九
六
二
六
人
に
対
し
、
在
監
者
六
六

(31
)
 

人
で
あ
っ
た
。
在
監
者
は
い
ず
れ
も
男
性
で
あ
り
、

五
乃
至
二
九
歳

一
九
人
、
三

0
歳
乃
至
三
四
歳

―
二
人
、
三
五
乃
至
三
九
歳
三
人
、
四
〇
乃
至
四
四
歳
二
人
、
四
五
乃
至
四
九
歳

一
人
と
二
〇
乃
至
―
―
―四

歳
の
者
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
犯
罪
の
増
加
を
受
け
、
昭
和
九
年

(
-
九
三
四
年
）
に
は
、
受
刑
者
八
八
四
人
、
延
人
員
三
九

0
一
八
人
、

収
容
人
員

一
〇
七
人
、
未
決
勾
留
者

一
〇
七
人
、
延
人
員
四
五
五
四
人
、

一
八
乃
至

一
九
歳
四
名
、
二
〇
乃
至
二
四
歳

一
九
名
、
ニ

一
日
平
均
収
容
人
員

―
二
人
と
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
サ
イ
パ
ン
支
庁
が
受
刑

者――
二

四
人
、
延
人
員
ニ

―
八
六

0
人
、
未
決
勾
留
者
九
四
人
、
延
人
員
四
三
七
0
人
と
過
半
を
占
め
て
い
た
。

昭
和

一
四
年

(
-
九
三
九
年
）
、
司
法
省
行
刑
局
は
、
海
軍
省
の
要
請
を
受
け
、
飛
行
基
地
建
設
の
た
め
、

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
の
ウ
ォ

ッ
ジ
ェ
環
礁

(32
)
 

(
W
o
t
j
e
 A
t恙
及
び
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島
の
テ
ニ
ア
ン
島

(T
i
n
i
a
n)
に
内
地
の
受
刑
者
を
派
遣
出
役
す
る
こ
と
と
し
た
。
同
年
末
に
は
、
職
員
、
受
刑

者
、
人
夫
か
ら
な
る
先
遣
隊
、
さ
ら
に
本
隊
が
相
次
い
で
内
地
を
出
発
し
た
。
派
遣
出
役
し
た
受
刑
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ウ
オ
ヂ
ェ
赤
誠
隊
、
テ
ニ
ャ
ン

赤
誠
隊
と
称
さ
れ
た
。
最
終
的
に
、
そ
の
人
員
は
、
職
員
約
五

0
0名
、
受
刑
者
約
二
四

0
0名
、
受
刑
者
の
就
業
延
人
員
は
六
七
万
二
0
0
0
人
に
及

ん
だ
。
工
事
が
遅
れ
た
テ
ニ
ア
ン
島
で
は
、
大
幅
な
増
員
が
な
さ
れ
た
。
ウ
ォ
ッ
ジ
ェ
環
礁
及
び
テ
ニ
ア
ン
島
の
両
飛
行
甚
地
は
昭
和

一
六
年

(
-
九
四

一
年
）
に
竣
工
し
た
が
、
医
療
水
準
の
維
持
や
食
糧
確
保
に
難
渋
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

関

法

第

六

一
巻

四

号

ア
メ
ー
バ
赤
痢
、
デ
ン
グ
熱
、
腸
チ
フ
ス
な
ど
で
職
員
及
び
受

．
六

（
―
-
五

一
）



南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度

諸
島
ウ
ェ
ノ
島
;
N
a
m
o
n
e
a
s
 Islands,
 We

n
o
)
 

一
九
三
五
）

一
七

(
―
二
立
〇
）

南
洋
群
島
は
、
委
任
統
治
領
で
あ
っ
た
た
め
、
内
地
の
監
獄
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
内
地
で
刑
が
確
定
し
た
受
刑
者
を
派
遣
出
役
で
き
な
い

(33) 

は
ず
で
あ
っ
た
が
、
戦
時
と
い
う
時
局
を
考
慮
し
て
派
遣
出
役
は
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
島
全
体
が
刑
務
所
敷
地
と
な
り
、
開
放
的
処
遇
が
実
施
さ
れ
た

も
の
の
、
ウ
ォ
ッ
ジ
ェ
環
礁
が
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
諸
島

(
M
i
d
w
a
y
Is
ぷ
nds)

の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
と
対
峙
す
る
位
置
に
あ
る
な
ど
、
内
地
の
刑
務
所

に
お
け
る
戒
設
指
導
と
は
相
当
異
な
る
状
況
に
あ
り
、
職
員
に
つ
い
て
も
、
信
書
や
電
報
が
制
限
さ
れ
る
な
ど
し
た
。

昭
和

―
六

年

(
-
九
四

一
年
）
、
ウ
オ
ヂ
ェ
島
及
び
テ
ニ
ア
ン
島
の
飛
行
基
地
竣
工
後
、
ト
ラ
ッ
ク
諸
島
春
島
（
現
・
チ
ュ
ー
ク
諸
島
内
ナ
モ
ネ
ア
ス

(34) 

で
も
同
様
の
工
事
を
行
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
職
員
及
び
受
刑
者
合
わ
せ
て
約

一
0
0
名
以
外
の
職

員
及
び
受
刑
者
は
い
っ
た
ん
内
地
に
帰
還
し
、
再
び
春
島
へ
派
遣
出
役
し
た
。
派
遣
出
役
し
た
受
刑
者
は
、
ト
ラ
ッ
ク
図
南
報
国
隊
と
称
さ
れ
た
。
最
終

的
に
、
そ
の
人
員
は
、
職
員
約

一
五
0
名
、
受
刑
者
約

ニ
―1
0
0
名
に
及
ん
だ
。
そ
の
後
、
戦
局
の
悪
化
に
よ
り
、
昭
和

一
九
年

(
-
九
四
四
年
）

四
月

の
輸
送
船
を
最
後
に
交
通
が
遮
断
さ
れ
、
食
糧
確
保
の
た
め
に
自
営
農
耕
が
行
な
わ
れ
た
が
、
栄
養
不
良
及
び
感
染
症
に
よ
り
多
数
の
死
者
を
出
し
た
。

(
9
)

詳
し
く
は
、
南
洋
應
『
南
洋
群
島
警
察
概
要
』
（
南
洋
磨
、

九
九
頁
。

(10)

外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
・
前
掲
注

(
4
)
一
三

0
頁。

(11)

詳
し
く
は
、
文
竣
映
「
植
民
地
司
法
制
度
の
形
成
と
帝
国
へ
の
拡
散
初
期
台
湾
型
司
法
制
度
の
成
立
に
至
る
立
法
経
緯
を
中
心
に
」

浅
野
豊
美
ほ
か
編
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
法
的
構
造
』
（
信
山
社
出
版
、
二

0
0
四
）
＿
―
-
三
頁
以
下
、
五
四
ー
五
八
頁
。

(12)

但
し
、
こ
こ
で
は
、
．
ヶ
月
「
以
内
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(1
3
)拙
稿
「
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
」
・
前
掲
注
(
3
)五
九
ー

六
0
頁
、
同
「
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
」
•
前
掲
注
(
3
)六
二
頁
。

(14)

詳
し
く
は
、
平
野
義
太
郎
「
笞
刑
に
つ
い
て
」
法
時

―
二
巻
―

一
号
(
-
九
四

0
)
三
0
頁
以
下
、
文
・
前
掲
注
(11)
五
四
ー
五
八
頁
。

(15)

外
務
省
条
約
局
法
規
課
網
・
前
掲
注
(
4
)
一
三
八
頁
。

(16)

拙
稿
「
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
」
・
前
掲
注

(
3
)
五
四
ー
五
五
頁
。

刑
者
合
わ
せ
て
六

0
名
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。

一
三
三
頁
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
縮
・
前
掲
注

(
4
)
．
二
九
ー

一



(17)

南
洋
鹿
・
前
掲
注

(
9
)
一
三
七
ー

一
三
八
頁
。

(18)

南
洋
磨
・
前
掲
注

(
9
)
―
二
八
I

―
二
九
頁
。

(19)

詳
し
く
は
、
南
洋
磨
・
前
掲
注

(
9
)
六
ー
五
四
頁
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
「
委
任
統
治
領
南
洋
群
島
後
編
」
外
務
省
編
『
外
地
法
制
誌
第

五
部
』
（
外
務
省
、

一
九
六
一
―
-
）
[
外
務
省
絹
『
外
地
法
制
誌
第

―
一
巻
』
（
文
生
書
院
、

一
九
九

O
)
]
五

一
ー
六
二
頁
。

(20)

詳
し
く
は
、
南
洋
應
・
前
掲
注

(
9
)
一
三
三
頁
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
・
前
掲
注

(
4
)
一
三
八
頁
。

一
方
、
弁
護
士
は
、
日
本
出
身
者
だ

け
し
か
い
な
か
っ
た
。
石
川
音
次
口
述
「
南
洋
群
島
に
於
け
る
島
民
を
封
象
と
す
る
司
法
警
察
に
就
い
て
」
南
洋
資
料
三
七
四
号
(
-
九
四
四
）

一
八
頁
。

(21)

南
洋
磨
・
前
掲
注

(
9
)
一
三
三
ー

一
三
五
頁
。

(22)

矢
内
原
・
前
掲
注

(
6
)
四

一
六
頁
。

(23)

詳
し
く
は
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
・
前
掲
注

(19)
六
七
-
1
0
九
頁
。

(24)

南
洋
磨
・
前
掲
注

(
9
)
五
五
、

一―

七
頁
、
矢
内
原
・
前
掲
注

(
6
)
四

一
九
頁
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
・
前
掲
注

(19)
六
六
ー
六
七
頁
。

(25)

南
洋
協
会
南
洋
群
島
支
部
編
・
前
掲
注

(
6
）
ニ
―
三
頁
、
南
洋
應
・
前
掲
注

(
9
)
五
五
‘
―

―
七
頁
、
石
川
・
前
掲
注

(20)
一
九
ー
ニ

0
頁、

外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
・
前
掲
注
(19)
六
六
ー
六
七
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
思
想
事
犯
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
外
務
省
条
約

局
法
規
課
編
六
六
ー
六
七
頁
。

(
2
6
)南
洋
應
•
前
掲
注

(
9
)-
―
七
頁
。

(27)

矢
内
原
・
前
掲
注

(
6
)
四

一
九
ー
四
二

0
頁
。
昭
和
九
年
(
-
九
三
四
年
）
に
は
、
行
政
検
束
六
五
五
名
中
、
泥
酔
者
が

一
七
八
名
、
暴
行
者

が

一
―
六
名
を
占
め
て
い
る
。
サ
イ
パ
ン
支
庁
の
サ
イ
パ
ン
島
が
泥
酔
者

一
一
七
名
、
暴
行
者
九

0
名
な
ど
計
三
二
五
名
、
同
支
庁
テ
ニ
ア
ン
島

が
泥
酔
者
二
八
名
、
暴
行
者

一―

名
な
ど
計
二
四
八
名
と
多
数
を
占
め
て
お
り
、
地
域
格
差
が
大
き
い
。
南
洋
磨
・
前
掲
注

(
9
)
六
三
ー
六
五
頁
。

(
2
8
)南
洋
鹿
•
前
掲
注
(
9
)六
0
頁
、
石
川
・
前
掲
注
（
2
0）
1
0
 |

-
―
頁
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
・
前
掲
注

(19)
八
七
ー
八
八
頁
。

(29)

南
洋
磨
・
前
掲
注

(
9
)
-
：
七
ー

一
―
八、

一
五
六
ー
一

五
九
頁
。

(30)

詳
し
く
は
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
絹
・
前
掲
注
(
4
)
一
八
九
頁
。

(31)

南
洋
磨
『
南
洋
群
島
島
勢
調
査
書
第

一
巻
穂
括
編
』
（
南
洋
應
、

一
九
三

0
)

―
1
0|

―
ニ

―
頁
。

(32)

戦
時
行
刑
実
録
編
纂
委
員
会
編
『
戦
時
行
刑
実
録
』
（
財
団
法
人
矯
正
協
会
、

一
九
六
六
）

一
六
八
ー
ニ
六
八
頁
。

関

法

第

六

一
巻

四

号

• ・

八

（―

-
四
九
）



(33) 

(34) 
南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度

四

、

お

わ

り

に

戦
時
行
刑
実
録
編
纂
委
貝
会
編
・
前
掲
注

(32)
一
七
ニ
ー

一
七
三
頁
。

戦
時
行
刑
実
録
編
纂
委
員
会
編
・
前
掲
注

(32)
二
六
八
ー
三

―
二
、

―
二
三
八
I

―
二
五

一
頁。

. -
九

南
洋
群
島
の
法
制
度
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
少
な
く
、
南
洋
庁
法
院
の
判
例
の
入
手
が
で
き
な
い
な
ど
、
十
分
な
調
査
が
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

中
、
労
役
や
二
審
制
が
現
在
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
な
ど
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
日
本
の
支
配
及
び
統
治
時
代
の
制
度
を
受
け
継

い
だ
可
能
性
が
あ
り
、
興
味
深
い
。
今
後
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
研
究
を
深
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
―
-
四
八
）




